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はじめに

戦後60周年の今年、2005年１０月１７日、秋季例

大祭に公用車で現れた小泉首相は、就任以来5年

連続で5回目の靖国参拝を果たした。これまでは

羽織袴やモーニング姿という正装であったが、今

回は背広姿で、玉串料の代わりに饗銭を払い、本

殿への参拝をせずに拝殿に止め、「内閣総理大臣

名」の記帳もしなかった。これは、９月３０日に出

された大阪高裁の判決で、靖国への参拝を「違憲」
と認められたことを配慮したためと報道されてい

る（朝日新聞10月１７日付夕刊)。

大阪高裁は、前日に出された東京高裁の判決で

「私的な参拝」とされたのと異なり、昨年の福岡

地裁判決に続いて二例目で、高裁では初めての違

憲判決となった。この判決文は、首相の参拝を、

公用車を用い、内閣総理大臣名で記帳し、公約に

も掲げていた点で、「公的な立場での参拝である

こと」としている（朝日新聞９月３０日付夕刊)。

この判決は、損害賠償を棄却された原告側が上告

せず、訴訟に勝ったかたちになる国側は上告する

ことはできず、初の違憲判決は確定することにな
る。

そのようななか今回の首相参拝は、これまで以

上に、中国や韓国からの反発が予想され、ただで

さえ冷え切った外交問題をいっそう困難に陥らせ

ることは必至であるという論調が多い。もちろん、

このような風潮にたいして、靖国問題は国内問題

なのだから、外交を気にして判断するべきではな

いという意見もあるし、１７日から１８日にかけて

実施された共同通信の世論調査でも、「参拝すべ
きでなかった」という意見が458％だったのにた

いして、「参拝してよかった」と答えた人が若干
多く、48,1％に上った。

しかしながら、靖国問題は、国内問題ではなく、

ましてやにころの問題」などではなく、国際的

な歴史認識の問題であるのは確かだが、これをた
んに外交問題や対外貿易の問題として考えること

は、問題を狭くしてしまう危険性があるし、解決
の道筋を見えにくくしてしまうだろう.

靖国問題を「こころの問題」とする小泉首相と
は異なって、これを思想の問題として捉えるなら

ば、政治的な問題や憲法の問題、宗教の問題とは

違った次元で考察すべき問題が残されているよう

に思われる。小論では、この問題を考える一つの

きっかけとしたい。

－靖国問題の構造

2005年１０月１４日に郵政事業民営化の法案が衆

院に続き参院でも可決され成立した。この勢いに

乗って、首相は靖国へと参拝したということがい

われているが、民営化というのは新自由主義的な

改革であり、いわば「官から民へ」という市場主

義の政策であり、それにたいして、靖国問題は、

むしろ国家主譲､ナショナリズムの問題であって、

市場主義とは一見すると正反対のように見える。

それゆえ、嫡国参拝問題での「織者評輪」のなか

で高橋哲哉（東大教授）は、郵政民営化について

はまったく触れていないし（沖縄タイムス2005

年10月26日付)、天児慧（早稲田大教授）も、小

泉自民党が総選挙で「郵政民営化」に争点を絞り

勝利を収め、有利な立場で参拝への決断をしたと

論じ、こうした小泉手法にたいして「国民の多く
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される機軸にある問題であると把握し批判するべ

きである。端国の現状はそのままにして、新しい

ナショナリズムの要請に応えるべく鱒解釈の動き

が進行しているとすら考えられる(')。これを構造

的に把搬し、社会哲学的に批)'1Ｉすることが必要で

ある．いいかえると、ここでは近代のIilil氏睡|家が

抱え込む矛盾を、どのように櫛造的に把握するか

が問われていることになる。

作家の江藤淳（元東工大教授）は、１９８４ｲﾄﾞに

「閣僚の嫡国神社参拝問題に関する懇談公」が内

閣官房長官の決定により設置された際、その贈愛

なメンバーとなり、次のような発簡をしたという。

「この問題は一・万に国家の持続という命題があり、

他方に激法典の変化という事実があるところから

発生したもので、その相互の間に生ずる矛盾をど

う処理するかが、公式参拝問題の本質である」と
（鋤

⑥

このように矛盾を設定した_上で、江藤は、「憲

法典は現に存在するけれども、あってもいいしな

くてもちっともかまわない。日本人にとって一番

大切なもの、日本人がおのずから親身になれるも

のは日本の国柄そのものです」③と断定する。

このような立場からすると、戦前と戦後の国家

の連続性を一方的に重んじて、政教分離を定めた

現憲法を反故にすることによって、矛盾を解消で

きるということになる。このような論理がどこま

で有効だと考えられたかは判然としないが、この

端国懇の提言が中曽根内閣の閣僚参拝に影響を与

えたのは間違いない。しかしながら、江藤の論理

は、憲法の政教分離原則を無視することで成り立

っており、このような立場は、憲法を前提とした

政治の世界では通用するとは思われない。江藤は

当時の中曾根首相にたいして覚悟を促して次のよ

うにいう。

「自分は参拝する、違憲合憲は何年かかつて論じ

てもよい。しかし死者をとむらい．公式参拝する

ことは社穣を保つ上で喫緊の重要事であるから、

総理大臣中曽根康弘としては堂々と公式参拝す

る。……それについて違憲だという意見があって

もかまわないし、反対デモが起こっても意に介さ

ない。あたかも六○年安保条約改定のときの岸首

相と同じように、身体を張ってやればよい」とし

て、「この問題は、実は法律論ではなくて、より

Iま郵政一本化の小泉自民党に投票したのであっ

て、外交などを含め小泉政策全般の賛否を判断し

たはずではなかった」と批判する（沖縄タイムス

2005年10月24日付)。

高橘は、主に憲法の政教分離の問題から端国参

拝を批判し、夫児は、主に中国との外交問題の困

難という観点から批判している。逆にいうと、両

者の議論に欠けているのは、国の最高法規に抵触

してでも参拝をおこない、経済的な不利益や外交

上の困難を抱えてでも靖国へと赴くのはなぜなの

か、という論点である。あらかじめ結論を先取り

するならば．雛者の観点からすると、郵政民営化

と嫡国参拝はセットであり、新自由主義的改革と

国家権力の強化、ナショナリズムのI喚起は、柵造

的に不可欠の補充物であると把握すべきである。

２００１年の自民党総裁選に出馬した小泉純一郎

は．元遺族会会長の楠本龍太郎に対抗するため、

日本遺族会へ工作をおこなおうとしたとされてい

る（琉球新報2005年１０月２９日付「この国の座標

『靖国』という迷路⑭｣)。総裁選で「８月１５日に

必ず参拝する」と明言し、遺族会や軍人恩給連盟

の橋本の基盤を掘り崩す作戦であったという。そ

の結果、次点の橋本に大差をつけて圧勝し、その

まま首相となった。その後、８月１３日に小泉首相

は初の参拝を果たすが、この直前に、ＹＫＫとい

う連盟の有力者である加藤紘一元幹事長からの、

中国との関係を愛慮し、参拝を取りやめるべきだ

という説得は失敗に帰する。もっとも首相に近い

といわれた加藤が、その後、小泉との関係を絶つ

きっかけとなったのが、この靖国参拝問題であっ
た。

つまり加藤は、戦後の自民党政治の手法を守っ

て、ナショナリズムよりは、経済的な利益を重ん

じるべきであるという考えであるのにたいして、

新しい改箪の旗手である小泉は、新自由主義的改
革を微睡しておこなうと同時に、嫡国というナシ

ョナリズムの装殿をも重視するという点で、これ

までの自民党政治の手法と異なる路線への転換を

目指していたといえるし、これが支配層のなかで

支持されていくことになると考えられる。

したがって、靖国問題は、たんに戦前の古いナ

ショナリズムへの回帰として批判すればよいので

はなく、むしろ新しい改革のなかで必然的に要請

－２８６－
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本質的には文化論であり、実務上の突破口は政治

論である」`'１。

江藤も認めるとおり、この特異な論理は靖国懇

のなかでさえ「優勢」ではなかった。しかしなが

ら、江藤が、この問題を、腿11B(をiilるべき憲法と、

国政そのものを成り立たしめている「国柄あるい

は礼澱」＝民族的連続性との矛盾と把握している

ことは注目に値する。憲法を「激に介さない」で

決意する政治という突破口の解決策は同意できる

ものではないが、このような論理はい首相の参拝

を強行する音の心情にとって無縁のものとはいえ

ない。

ただし、靖国参拝は違懲ではないという橋爪大

三郎（東工大教授）の理屈の方が、より小泉首相

の（こころの問題」に倭小化する論１Ｍと似ており、

むしろ、江藤の方が、政教分離原則に抵触しかね

ない面を認めている点で、懲法の解釈としてまだ

まともであるともいえる。

橋爪は「信教の自由」を根拠に嫡国参拝を認め

る議論をするが、その信教の自由を担保する原則

が政教分離の原則である点をすり替えており、転

倒した論理を展開している(5)。橘爪の纈論では、

政教分離原則自体が成立根拠を失っており、「意

に介さない」程度が徹底している。むしろ江藤が

馴侠した、国政とそれを支えるものとの矛盾とい

う構造が見失われているといえる。

これにたいして、赤漂史朗（立命館大教授）は、

嫡国問題の根源を、「普遍主義的な文明国の論理」

と「日本の特殊性としての天皇統治を誇示する国

体論の論理」という矛盾として把握しているよう

に思われる《侭１．これは、江藤のいう憲法典と国柄

の矛盾という構造把握とほぼ同じ内容になってい

ると見なすことが可能だ。なぜなら、現在の憲法

は、江藤の理屈でいえば、西洋文明から押しつけ

られた「普遍主義的な文明の論理」と対応するし、

国柄とは、「国体論」そのものであるからだ。

しかしながら、筆者は、この問題の矛盾を、根

本的には、国民国家のなかにある、国家統合の論

理と、経済の自由化（規制緩和論と分椛輸）を求

める論理との矛盾と把握したいと考える。これは

公的なものと私的なものとの矛盾という現れ方も

するし、政治的なものと経済的なものという現れ

方もする。さらにいえば、国政とそれを支えるも

のとの矛盾という外見もとるし、生きている者と

死者との関係という姿もとる。どのように現れて

くるか整理し、次元を区別しながら議論をしてい

かない限り、混乱と誤解の上で批判を応酬するこ
とになるのではないだろうか。

二死者への哀悼／追悼をめぐって

赤潔は、江藤の麟鹸にある、死者への追悼が、

鏑国で公式におこなわれる場合、そこに「顕彰」

という要素があることが隠蔽されていると批判す

る。同様に、小泉首相の参拝の論理にも「追悼」

を強調するあまり、そこに「顕彰」の意味がある

ことを隠蔽することになるという(7)。筆者は、小

論で、公的におこなわれる哀悼の儀式を「追悼」

と呼び、私的な行為としてのそれを「哀悼」と呼

んで区別することにしたい。もちろん、首相の参

拝が、私的であるか、公的であるかが議論になる

ところであるが、筆者の立場からすると、公職に

就いている者が、公的に注目されている状況の下

でおこなう行為を「私的」と考えることはできな

い。したがって、首相の参拝はいかなる意味でも

公的であり、「追悼」という意味を社会的に付与

される。

靖国参拝は、赤鰯のいうとおり、たんに政教分

離の原則に抵触するかどうかだけでなく、その行

為によって死者の「顕彰」がおこなわれる点で、

きわめて特異な宗教的儀礼であると考えられる。

これは、Ａ級戦犯が合祀されているかどうか、に

関わらず、嫡国が死者の意味づけを稲極的に顕彰

している限り、嫡国参拝につきまとう問題であり

つづける。

このような靖国の論理にたいして、静かに、し

かも毅然と対時した戦後の知識人、いや思想家に

花森安治がいる。花森はいう。

｢戦争の終った日

八月一五日

靖国神社の境内

海の向うの〈戦場〉で死んだ

父の夫の息子の兄弟の

その死がなんの意味もなかった

そのおもいが胸のうちをかきむしり

号泣となって噴き上げた｣(8)。
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これは．東京大空襲の一般住民の織牲者との対

比で、〈戦場〉での兵士の死者への哀悼を記述し

たものである。花森はここで「その死がなんの

意味もなかった」と表現している。つまり、はっ

きりと鋼国の英溌顕彰の論理を拒絶しているわけ

で、肉親の死を悼む心憎の無念さ、死んだ．昔の無

念さを強鋼している。しかも靖国神社の境内でそ

のように勧奨しているのだ。

花森は、千鳥ヶ淵戦没者墓苑ができた翌年、

1960年に響いた文庫で、「この墓には、どういう

わけか一宇も文字が鴇かれていない。しかしｎ'１

国のために鯛敢に帆って死んだ無名の人たちここ

に眠る』といったふうの言葉だったら、むしろ、

なんにもない、このままの方がよい。

どんなに1W)りたかつたろう。ぼくならそう沸い

てあげたい。あすは、１．fIｲi【１１の八１Ｊトバ|]であ

る」帆')と記す。ここでも「なんにもない」という

ことを強鯛し、国家による意義づけを、'111国によ

る英霊顕彰との対比で、拒絶する。

もちろん赤潔の指摘するように、実際の千鳥ケ

淵墓苑は．「殉国」の論理が皆無なわけではない

が、同時に、多様な信仰の立場から「殉国」を否

定する追悼の施設ともなっている‘１m。しかし、

この施設とは別に．追悼の儀式がおこなわれるべ

きであるとして、新しい，嫡国や千鳥ヶ淵とは別

の第三の施設の建設を提言する者もいる。

稲垣和久（東京基督教大学教授）は、新しい追

悼施設の建設を主張する一人である（朝日新聞

2004年８月１３日付)。稲垣は、新しい施設の提言

へ反対する二つの立場を指摘し、端国の立場から

の反対と自由主義者による反対としている1110。
ＩＤベラ０リズム

後者の批判を、稲垣lま、「自由主義というよりも
リパーヤリァン

徹底自由玉蕊に近い個人主瀧」力〕らの反対として

特徴づけている。稲垣からすれば、この撒底自由

主義からする追悼施披への反対は､結局のところ、

嫡国の代案を出すことができず、国家為政者へ影
響を与えることもない、となるm2)。これにたい

しては、ここで名前を挙げられた高橋哲哉から、

その箸『嫡国問題」で執勧に反批判されることに
なる。

高橘は、板垣らの主張する「軍事主義と自国中

心主義（｢偏狭なナショナリズム｣）を免れた『開
かれた』追悼施設」《'､)にたいして以下のように

批判する。

｢私は、追悼や哀悼について必ずしも『個人主義』

の立場をとるものではない。追伸の行為は、ごく

個人的な営みでもありうるし、家族や親族による

営みでもありうる。家族や親族による慰穂行為は

すでに染岨的なものであり、これらを否定すべき

理由は見当たらない」Ⅲ;0。

「集団的な追悼や哀悼の行為が、それ自体として

『悪いこと」だとは私は思わない。しかし問題は、

追悼や哀悼が個人を超えて集団的になっていけば

いくほど、それが『政治性」を帯びてくるのは避

けられないという蠣爽である。この『政治性』は、

巣|;HがlIil家となり、追悼や哀悼がｌＩｉｌ家的追悼や１１;｜

家的哀悼となったとき、ある頓大な怠味をもち始

める」’１:')。

その「ｉｋ大な意味」とは．戦死者の「顕膨」に

ほかならず、lirl家による追悼が１顕影」にならな

いための担保は、「国家が『不戦の潤い』を現実

化して、戦争に備える軍事力を実質的に廃棄する」

''６'ことであると条件づけている。

ここで獅橋は、哀悼の方法として、「個人的」

か「集団的」かという図式を提示しているが、わ

かりにくい総理だ。なぜ集団が家族でなく国家に

なると意味が変化するのか論理的に説明できな

い。むしろここで問われているのは、哀悼という

｢私的」行為か、追悼という「公的」な行為かと

いう対立であり、高橋は追悼が「公的」になると

｢顕彰」の意味が付与される危険性があり、そう

ならないためには国家が戦争責任を果たし、不戦

の誓いをし、軍備を廃止しなければならないとす

る。これは、現実的には短期に実現困難なことか

ら、理念としての意味をもつことになろう。高橋

自身もその「必要条件は、現在の日本では満たさ

れていない」（w》と認めている。

さらに倒柵は、「国立追悼施設が『第二の端|劃」

になることを防ぐものは、施設そのものではない。

施設は施設にすぎない。問題は政治である」い`、

というとき、結局のところ、高橘の立場は、いか

なる施設にも反対する立場と考えられても無理は

ないのではないか。なぜなら、どんな施設を作っ

ても政治が変化すれば、意味づけを変えることが

できる、という議論は、論理的に、いかなる「不

戦の誓い」をしたところで、政治が変われば意味

－２８８－
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がなくなるし、ili傭を廃lこしても、政治が変われ

ば、いくらでも蹴備は復活する。そうすると、高

橋のいう担保は、政治が変われば、どうにでもな

るものであるから、結局のところ、いかなる施没

を建てても懲味がない、といっているに聯しい゜

そｵlゆえ、このような論理から、濁橘は、後述

するように、沖純の「平和の礎」にたいして疑義

をqILしていると考えられる。どのような意図で作

られた施設でも、しょせん施設は施設なのだから、

政治が変われば、いくらでも「第二の嫡国」の危

機に陥る。こうなると、いかなる剛家による追悼

をも認めず、死者への哀悼の行為は、私的な個人

の行為に1M定されるべきであるといっているに等

しい。したがって簡橘は、次のようにいう。

｢悲しいのに婚しいと言わないこと。それだけで

|･分なのだ。まずは家族の戦死を、最も自然な感

情にしたがって悲しむだけ悲しむこと。十分に悲

しむこと」１１９).これは、稲垣が批判した、「死者

の追悼とは個人個人の問題」(卯'という立場と変

わるところはない。そもそも、そこで追悼される

べき死は、戦死であって、個人的な自然死や病死

ではない。事故死や災害による死ですらなく、国

権の発動による人為的な死なのだから、これを個

人の悲しみのなかに閉じこめることは、むしろ隠

然たる暴力とはならないのか。事故死であれば、

当然、その事故の責任者に謝罪（死者への哀悼も

含む）を求めるし、災害の場合も社会的な意味を

与えることで癒されることもあるはずだ。大艘災

の犠牲者を、その遺族が集まって、あるいは行政

等の主催のもとで追悼することもあり、それが意

味をもつことを否定することはできない。

このような高機の哀悼の議論は、加藤典洋（明

治学院大学教授）との論争で提示された論理とつ

ながっているように思える。加藤の議論にたいし

て、高橋は、侵略したという「〔汚辱の〕記憶を

保持し、それに恥じ入り続ける」(２１)という立場

を対置した。この論争については別稿を参照され

たいが(型)、高綱のここでの立場も「恥じ入り続

ける」という責任＝応答のあり方の閉鎖性であり、

これと「悲しむだけ悲しむ」という閉鎖性に相似

性を感じざるをえない。この論理から、筆者は、

積極的な戦争責任のあり方を期待することができ

ない。

これにたいして加藤典洋は、2001年８月に小泉

首相が初めて嫡国へ参拝するかどうかが取りざた

されるなか、首相の鏑国公式参拝に反対して次の
ようにいう。

｢一国の首相として、他国との関係を幟視してい

るからではない。それもあるが、それ以上に、自

国の死者との関係を、安易に考えているからであ

る」（朝日新聞2001年８月１日付夕刊)。

加藤は、戦後の「戦争犠牲者」への意味づけを

二つに区別し、両者を批判する。一つは、革新派

からの、「世界の恒久平和」の人柱だとする「犬

死に」の意味づけであり、もう一つは、保守派の、

｢戦後日本の平和と繁栄」の人柱だとする「英溌」

の意味づけである。これらは加藤からすると、と

もに「生者が自分の都合で死者を意味づけ、価値

づけるという点、またそこに自分の位樋の死者に

対する謙虚な把握が欠けている点、相似だった」

となる。これにたいして、加藤は、死者たちの死

を「無意味なもの」と把握した上で、「自分達

〔死者〕の死が無意味であることを前提に、しか

しもしこの馬鹿馬鹿しい死が教訓になるなら、自

分たちの死には意味が生まれる、という、いわば

敗戦後に向けた呼びかけがある」とする。このと

き、生まれた新しい意味を、加藤は次のようにい

う。

｢戦争の死者に対し、わたし達はあなた方から見

れば裏切り者の位鬮、価値を異とする位騒にあり

ますが、そのような者として、いまの自分の場所

を信じ、過去の膜りを繰り返さないようにしてや

っていく所存です、見守っていて下さい、そう謙

虚に、言うべきなのである」(2鋤。

このような、死者への「無意味なまま」向き合

うことによって、新しい「意味」が生じるとする

論理は、戦後50周年に「敗戦後論」を欝いた後、

同年の識演で展開されている。そこで加藤は、

「自国の戦争の死者を、その無意味さゆえに、侵

略戦争を戦った無意味な死者として深く弔うこ

と」(241として、「その場合、戦争の死者を弔うこ

とは、この戦争を否定することを意味しています。

この戦争は悪い戦争だった。二度と行うべきでは

ない。そういうことを戦争の死者は、その死を通

じて、僕運に贈りかけているのです｣(2`)。

さらにこれを、『戦後的思考』のなかで、死者

－２８９－
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通底する構造ではないだろうか(zq1。への「理解の不可能性」１２６)と規定する。あの戦

争の死者が、自分の死を受け入れるとき、その意

味をどのように考えたかを知ることは不可能であ

り、その不可能である点を戦後に生きる背は踏ま

えて、死者の「無愈味さ」に向き合うとき、初め

て死者への理解のj起点に立てると加藤は主張す

る。

｢わたし達は、そもそも戦争の死者に対し、彼ら

が『君国のために身を捧げた』英溌であるとか、

『君国のために殺された』犠牲者であるとか、‐・

方的に意味を付(jする関係にない……。わたし達

が戦争の死背に愈味をＩ)えるのではない。むしろ

戦争の死将が、彼らとわたし述の関係をj、じて、

わたし述を、懲味づけているのだからである｜':?，

と。

ここで、、Ⅱ鵬は，ｊｌ:職ｊ１ｉｌと'栄ﾉｋ；郎をともに批

判している。iiI:lMiが．戦死BTを1i1lljlにﾀｲりずること

を受け入れたと懲味づけているのにたいして､家

永は、戦死者を不本懲な搬牡者とすることは、と

もに実態にそぐわないという。つまり、戦死者の

なかには、皇国に殉じることに甘んじた者もいれ

ば、そこに不条理を感じ、あるいは反発しつつも

死んでいった者がいるはずだというわけである。

しかし．そういう実態の認識は、江藤は別とし

ても、少なくとも家永三郎にとっては自明のこと

ではないだろうか。むしろ、蕊風史観を情じたこ

とを誤りとする限り、その死を鱗趣味であると意

味づけることと同じであり．ここにはやはり戦後

的価値観による意味づけがあるといえないのだろ

うか。戦死者が、自分の死を「無意味」である、

というときの無念さには、そうではない可能性を

描き．その地点から現実の自分の死を批判するこ

とによってこそ「無意味」であるという立場がつ

くられるといえる職Ｈ１・

加藤の縦諭にある、独特な文体と楡Hl1によって

醜し出される、難解な主張は、つまるところ、戦

後的思考の特質として、私利私欲をもって公的な

領域の基礎にする、という構造の把握にゆきつく。

しかし、これは敗戦の経験をへて、戦争の死者の

｢無意味さ」によって意味づけられたということ

ができるだろうか。むしろ鶴見俊輔のいうように、

カメラを引いて、より大きなアングルで近代日本

を眺めてみるとき、明治以降の近代化の歩みにも

三平和の礎と犠牲の論理

街lWi:lri髄は、上述の論ｆｌｌ１のもと、迫IIli施設の新

たな述投に反対しているが、そのfM笈的な危機感

に－.正1ｉｆ極はできるものの、すでにある迫↑１１i施設

への批,ﾄﾞﾘをその根拠にするとき、飛行は、かなり

の巡和感を感じる。Ｉ蔚橋は．jiI1iljjI1Il社やＴ烏ケ淵

墓苑だけでなく、米国アーリントン磯地、健国セ

ノタフ記念塔、フランス無名戦l:の蝋、オースト

リア捌立戦争iiU念鮒、鰹IIil['《|立蕊地などを例に挙

げ、いずれも敵腿|の戦死背を排除して|,ｌｌｌｉｌのIiiIl死

肝のみを迫↑０１(の矧執にしていることを批111Ｉする

(１１川｡さらに、敵[K|の妃HLも辿仲の)il象とした、沖
（ＯＩＩ

純0）１､VLﾄﾞⅡ0)(ili」やドイツのノイエ・【ソアッヘで

すら、ｋに》ｉｔげた施役と違うﾉAiを対比しつつも`;’１'、

IllilWiからｌ１Ｌると．「第二の蝋ＩＩｉｌｌになってしまう

危険性があると批判される(:辿１゜

ここでは、iii柵の「平和の礎」への批判的危'|ｆＬ

を取り上げる。商橋は、「自国の軍人凧風のみを

対象とするという『顕彰』の論理を否定し、悲惨

な沖縄戦の記憶を静かだが強烈な平和のメッセー

ジにつなげた点で、高く評価されてよいｊ(抑'と

する。そのうえで．この追悼施設ですら、「靖国

化」の可能性と無縁ではないと批判する。高橋は、

石原畠家（沖国大教授）の危慎のうえに乗つかっ

て、瞥街を発する。石原は、摩文仁の丘一帯を世

界平和の発信地にするという大田県政のプロジェ

クトの徴任者の一人として、新しい平和祈念資料

館と「平和の礎」がセットであることを強調し(抑'、

そこから、大田県政から転換した稲繊県政が、

200()fl？にivlI抑サミットを開催したおり、クリン

トン大統領が資料館を見ることなく「平和の礎」

のliiiで旗脱したことを、本来の趣旨を低めるセレ

モニーになっていると批判した。その時々の政治

によって、利用される危険性はいかなる施設にも

つきまとう。そう批判するとき、政治をよくする

ために努力すべきであるというのは当然である

が、高橋の論理的な帰結は、大事なのは施設では

なく政治である、ということによって、追悼とい

う問題が公的な場面から消滅しⅥ哀悼を個人化す

る方向に行かざるをえない。

高橘は、肝心の歴史を忘却している。あるいは

－２９０－
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そもそも知らないのかもしれないが、際文仁の丘

二そは、復帰前後に、すでに「靖国化」されてし

まった場所なのだ。青田茂による揮鼈をもつ「黎

｢ﾘ|の階」が、ノ|も,IiIIfjl令腐の自決した膿のうえに、

lⅦ腹のかたちをモニュメント化し､いまだに厳然

と鋲際しており．その脇に「勇魂の碑」が添えら

ｵI、こオlに額ずくかたちで、各県の慰霊の塔が占

拠している。その碑文には、各県の個性がありな

がらも、あの侵略戦争への反省どころか、沖縄の

他氏への被騨すら視線をlh1けず、もっぱら沖繩で

敬った１K〔鱸を、｜|[liilの盾として讃え、感謝すると

いう内存がほとんどである。なかには、遠き祖国

を後にして南方で散蕪したなどという、沖縄を国

の外に|聞くような表現も珍しくはない。

このような沖縄の鏑国である摩文仁を、「平和

の礎」と祈念資料館によって、むしろ脱嫡国化す

ることを1Ｊ指したのが、大田県政の平和事業であ

ったと評lilliできる。これには、沖縄平和贋と国際

Wz利研究所の柵想が加わっていたこともj忘れては

いけない。確かに、この平和を目指す政治を変質

させたのも政治の力である.だからといって、そ

の施設ごと否定していく論理は、結局な'こものも

かたちあるものを創出できなくし、すべてを個人

の営みへと隠蔽することにはならないか。

このような、高橋の政治性の暴露という手法と

は異なり、もちろん、「平和の礎」の建設当初か

ら、さまざまな批判は存在した。沖縄蛾で、戦死

した兵士だけでなく、一般住民や軍によって強制

的に連行された人びとを、あまねく対飲にするこ

とは、調査するだけでもかなりの労力と時間を必

要とする。これについては、大田昌秀によって

『沖繩Ｗｎの礎』でその一端が触れられている

い;'。しかし、問題は、調査の困難さに限定するこ

とはできない．なぜなら、鯛査できた結果、刻銘

を拒否されることが生じたからである。

安仁屋政昭（沖圃大名誉教授）は「ここには、

強制連行された韓国や北朝鮮の戦没者も刻銘され

るように石板が用意されているが、その石板の大

部分が空白のままになっている。なぜだろうか。

｢拷問・虐殺され、性の奴隷とされた人々」の遺

族が、『天皇の軍隊』と同じ場所に、同胞の名前

を刻むことに違和感をもつのは当然ではないだろ

うか。『恩響を超えて対話』という理想は立派だ

が、ことがらは単純ではない」１３`'と指摘する。

安仁屋の批判点は、戦争の犠牲者を、国籍に関

わりなく刻銘するという方法がもつ限界を示して

いるが、その普通的な枠組みによって．むしろ戦

争の被害と加害の問題が隠されてしまうという視

角は、その戦争の特殊性に向けられているといえ

る。敵味方を超えて国籍にこだわらないという立

場は、確かに、戦争の責任という問題を暖昧にし

てしまう。もちろん、石原の強調したように、

｢平和の礎」は資料館とセットであり、資料館の

展示や証欝の内容によって、被害や加癬、職争の

責任について深く考えることができるようになっ

ている。

また、新崎磯噸（沖大教授）は、「この蛎業に

一つだけ積極的意義」を見いだしていた。それは

｢全戦没者の悉皆調査」の必要性である。新崎は、

悉皆調査で明らかになるのは「単なる数の問題で

はない。その過程で、個々の死者の死にざま、殺

され様もまた明らかになる」(37)と指摘し、沖縄

戦の実相が明らかになることを期待していた。し

かし、対応する行政側の、予算や時間の制約によ

って、必ずしも十分な調査はなされていない。そ

の後も調査は継続しているが、かなり大幅に縮小

している事実もある。こうして、新崎からすると、

｢県の、少なくとも第一義的目的は沖蝿戦の実相

を明らかにすることになったのではなく、戦後五

○年を記念するモニュメントの建設にあったよう

だ」“)と総括されてしまう。さらに刻銘対象者

が、沖縄出身者に限り、一五年戦争まで拡大され

たことによって、建設の趣旨が「大きく歪められ

る」ことになったと批判する。つまり「皇軍兵士

として中国大陸で殺し殺された者と、日常生活の

場に及んだ戦火によって殺された者の死は決して

同じではない。その差を見すえながらその関連性
を認識することにこそ、沖縄戦を考える意味があ
る」(３，)という。これは、安仁屋とも共通する、
戦争の特殊性を強調する観点でもあるが、より正

確には、一人ひとりの悉皆鯛査を目指している点
で、むしろ戦争の個別性に向けられた観点である

といえる。この観点から、日本政府の無責任を追

求する、韓国の全泰慶らの異蟻申し立てを重く見
ており、これを完全に無視したとして、石原を手

厳しく批判する(4.)。

－２９１－
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の礎』（ﾛ本郷友連盟、１９６６年)、軍人軍属短期

征職者が語り継ぐ労苦Ⅲ『平和の礎』（平ｷﾞ【I祈念

蛎柴特別基金、1993年)，日本英鰹絹織会監修・

山珠漉攻蝋501ililｲ|角iiiU念出版『平Jillの礎｜:|本'1櫛iii

ll【興亡史』（｢1本101防調査会、１９９１ｲ1:）というＩⅡ

版物がある。このような伝統があるなかで、沖純

の「平和の礎］は「いしじ！と銃まぜて、趣味の

'&《換を図ろうとした点はiiiWiliさオlるぺざだが、そ

れだけでは、職没昔をIllf和の「代償」であるとい

う解択を峻}|了することはできない。

ここで、むしろ妃者への追悼を、死欝の無念を

根拠にし、遺族の痛みを分かち行い、戦争への)又

符というIMM((からＩ叫懲味」であ-〕たとする価1,1（

ＩＭＭ)災lﾘ]を公的におこなうj期例iとするべきであ

るw，そのためには、政治を変えるｻｿﾉﾉとともに、

追悼の施役がＵＭｊな役判を来たすに通いない。

しかしながら、船機洋一･のいうように１沖純

は、｜｣本の平和と安全、上1本の対米関係、対ＬＩＪＩｊＭ

係にとって、そして、あの戦争の鎚憶とそこから
いしじ

導き出すべき紋iilllにとって、いずれも礎なのであ

る。沖縄の海底を平和と記憶の定礎とすべく、そ

の一帯を『礎海』と呼びたい」（朝日新聞2005年

６月２７日付）などといったところで、沖縄サミッ

トなどでの発嘗を参照すれば、結局は、沖縄を日

米関係の要石と見ているのではないかと勘ぐりた

くなる。また、こうしてみると、加藤典洋による

｢石の前に立つこと」という文章も、戦後的な関

係を踏まえたものとして読める。加藤は、「この

度沖縄にできる『平和の礎』には、沖縄での戦死

背の氏名が、軍人、民間人を問わず、また国籍を

問わず、ひとしなみに同じ体裁で石に刻まれてい

るという。それは三百万のrllflの死者と－２ｆ万の

アジアの死者を同ｸﾘに機く．わたし進のＩＥＩではじ

めての拭みである`，仏はこのilfみの懲義について

は何ともいえない。ただそこに戦争の記憾を『受

け取る』わたし達の観点からいって、一つの希望

があると思う。それは石であり、前に人を立たせ

る。それは糾弾されるにもまずわたし達がわたし

達たることを引き受けなければならないこと、そ

ういう存在が、わたし達であることを、わたし達

に教えると思う」【ｲ2)と結ぶ。「わたし達」が何度

も出てくるので、くどい言い回しだが．加藤は自

分の提言と相似の形態を「平和の礎」に見ている

この敵と味方の区別なく追悼するという方法

は、アメリカと日本という両国にとっては、たん

に太平洋戦争での問題だけではなく、むしろ、戦

後の日米同盟にとって意味を付与されやすい危険

性がある。それを示したのが、沖細サミットでの

クリントン大統領の恢説であった。これについて

の詳細な批'１１１１的検対は、屋熟比収（沖大助教授）

｢歴史を眼溌す位臓」でおこなわれている《4',。こ

こでは、－つだけ、魔熟比の触れていない点のみ

を指摘するにとどめる。すなわち、クリントンが

演説のなかで、「平ﾄﾞⅡの礎Ｉｈｃｃ〔)rller爵toneof

pcace」のＩＭＩで「このモニュメントは」と指し示

しながら、郷jmのIlM'をiid念-1-るものは、－今方の

ｌｉｌＩから、つまりrllMlの死箭のＩｌＩｌからしかlilLていな

いが．このモニュメントは「ｌｊ１ｌ方のIlIから「｢(DI1I

both蔦i(ＩＣ;」１１２めらｵ1ている、というとき、両ノノ

というのは、アメリカ合衆IElと１１本IX1であるのは

間違いない。そのうえで、「過去1[○ｲﾄﾞ米．われ

われ二つの国家は、このモニュメントの綱神のも

とで、ともに歩んできたＯｖｃｒｔｈｅｐａｓｔ５０

ｙｅａｒＳｏｕｒｔｗｏｎａｔｉｏｎshavecometogctherin

thespiritofthismonumentJという表現で意

図されているのは．戦後の日米同盟の緊密な関係

以外にはない。ここにあるのは施般を歪曲する政

治の力であり、ここで批判されるべきなのは、施

設ではなく、米国と戦後日本政治の意図である。

屋嘉比のいうように．クリントン演説の「未来

志向」の語り口をも批判しなければならないが、

この未来志向を保祇しているのが、過去50年間の

日本とアメリカの同盟なのである。ここには戦争

の死音への真撃な追悼は存在しない。太平洋戦争

で日本によって「捨て石」にされた沖繩は、戦後

の米箪占領によって「太1A祥の要行（キーストー

ン)」にされ、いま、１１１２隣50年を&くり辿り、「｣1ﾑｷﾞlj

の礎（コーナーストーン)」に||米|i剛Mllの未来が

蝋徴されるとき．そこで．Ｗﾛの犠牲を沖純に位

圃づける政治の過酷さが現れていることを見るの

は、筆者だけだろうか。

ここでは、「平和の礎」という表現が、むしろ、

殉国美談の典型であった歴.史を振り返らざるをえ

ない。筆者の手元にあるだけでも、写真記録『悲

傷少年兵の戦歴平和の礎となった15歳』（毎

日新聞社、1970年)、大東亜戦絵画美術史『平和

－２９２－
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のは明らかだ。しかし、「平和の礎」は自国の死

者とアジアの死者を同列に置くとはいえないし、

加藤のいう「自国の死者」をまず先に追悼すると

いう諭瑚は存イルない。したがって、侵略の加惑

と被宵という賀任が畷昧なままで、戦争尚任を

｢引き受ける」という主体である「わたし達」は

形成されることはないだろう。

むしろそうではなく、又吉擬清（沖大教授）が

試みた「戦死してはいけない沖縄展」での、「形

見石ｊに、縦者は、死者への鎮魂の意義を認める。

その「石」は、「美化された死を、身近な命とし

て取り戻すための象徴」（沖縄タイムス2005年９

月１４日付「沖純と鏑ljil2j）であり、被害と加害

の責任を踏まえながらも、死者を悼む試みの一つ

として評価されるべきであると考える。

死者との紐帯こそが「記憶」なのであり、「そ

れは総てわれわれの記憶に繋がっている」(44)の

だ。これが江藤のいう嫡国問題の根拠である。な

ぜなら、天皇が戦没者の追悼式に出席し、一言発
するところに、「それで遺族も国民も、ああ陛下

は憶えていてくださる、陛下のために死んだ自分

の夫を、自分の息子を、父を、あるいは祖父を憶

えていてくださると思って、武道館に参集して、

ありがたいことだと思って帰ってくる。そして九

段坂を向こうに渡って、必ず嫡国神社にお参りし

てくる」仏馴からだという。ここで天皇の記憶と、

自分の記憶の連続・同一性を根拠にしており、さ

らに次のように断定する。

｢その記憶をどうやって断ち切るんですか。人間

の記憶を断ち切ることなど出来るわけがない。死

者を悼むという心情を断ち切ることが出来ないの

と同様に、われわれが幼いときに見た風景は、絶

対にこれをかき消すことが出来ない。その記憶の

集徽が文化を維持し、それが生きている人間を生

かしめ、生かされていると感じている人間が死者

を悼むのです。このサイクルが切断されてしまっ

たら、国家は到底維持出来ないj１４．．．

江藤は、さらに別の箇所で、こう断言する。

｢絶対的なものは、現世にはなく、これらの死者

たちのあいだにしか存在しないのであった」(4ｱ）

と。このような亡霊の記憶を断ち切るためにも、

忘却は復権されなければならない。

魯迅の雑感に「忘却のための記念」（1933）と

いう一文がある。これは1931年に魯迅と親しか

った若い作家たちが国民党の官憲に虐殺された事

件について書かれたものである。箪者は、今年の

３月に、上海の多倫路にある、左翼作家連盟成立

大会会牡紀念館を訪れ、虐殺された女性作家の一

人が瀞ていたとされる、銃弾で血の瀞む穴の空い

た服を観てきた。

魯迅は、冒頭で、「私はとうから、なにか短い

文でも轡いて、数人の青年作家を記念したいと思

っていた。それというのは、ほかでもない。二年

このかた、悲憤がしきりに私の心に襲いかかり、

今になっても止まないのである。私は、文を露く

ことによって、身をゆすぶり、悲哀をふりはらっ

て身軽くなりたかったのである。はっきりいえば、

私はかれらのことを忘れたかったのだ」(`８１とし

おわりに－忘却の復権

「記憶」という言葉が、流行思想のタームとし

て流通して久しい。これと対をなす「忘却」は悪

いことの代名詞のような感がある。東亜日報の論

説委員・金忠植がいうように、「加害者側はすぐ

忘れるのに、被害者側はいつまでも鮮明に記憶し

ているということもあろう」（朝日新聞2005年３

月24日付)。もちろん、加害の事実を忘却してい

い訳はないし、被害の記憶を保つことが積極的に

意義あることも認める。

しかし．そのうえで、悲惨な記憶は忘れること

で楽になりたいし、新しい人生を出発させたいと

考えるのも自然な感情ではないか。また、「記憶」

を強調するのは、進歩派、革新派、民主派に限ら

ず、逆に、保守派も重視しているのが「記憾」な

のである。

例えば、江藤淳は次のようにいう。

｢したがって日本人にとっての神というものは、

Godでなくてdeityであって、神はやはり人間と

ある意味で連続しているのですね｡血縁において、

記憶において連続しているけれども、他界へ行っ

てしまった魂であるが故に、一面において生者と

は断絶している。断絶と連続とが同時に存在して

いるのが、日本人と死者との関係であって、だか

らこそ、日本という国土、日本人の９５K目する風景、

日本人の日々の営みは、常に死者との共生感のう

ちにあるといわなければならない」(43)。

－２９３－



琉球大学教苛fffWl紀撰第68集

金城は、森有正による体験と経験の区別を踏ま

え、「私にとっての戦後の課題は、自己の戦争体

験をどのように経験化するかということです」錘’

としている。金城は、この体験について「私的に

あるいは小さなグループに対しては、Iiiから折に

触れて語り、ilIir$してきました」“．:“とするが、

公的な場所での発言は、渡熱敷勘の海-k挺身隊)Ｃ

隊長が197〔)年に沖縄へ来たことが契機となった

という。そのことによって「懲織の深い掴に沈潜

していた悪夢が、再びよみがえり、占い傷がうず

き始めた」いぃけれども、「県民に『巣ﾄ１１１引決』の

恋ｌ１ｉＩに！]をIfIIけさせ、私に思想的検,舐．ｎＪ点検

を辿る}ⅡⅡ(ﾘﾄﾞになりました。その時((からだんだ

んと『鵬|､lli1l決」を突き放して↓ILつめ111〔し、ｉｉｉに

その;０１《MillW)迫低にとどまらず、胆A1B1的・教fi:的

ﾉlj凶や｢Kr系のIi跡【艶([まで考えるようにな（)まし

た。それには、：近年の歳月が必要でした」’…’

と振り返る。

金城は、自分個人だけでなく、｜iilじ沖縄人のな

かに、この問題への関心が広がるとき、これをた

んに個人の悲痛な記憶のなかにだけ沈殿させるの

ではなく、より普遍的な問題、戦争貰任の課題に

つなげていく回路を求めたといえよう。そこには

忘却したい願望との葛藤に四半世紀の時間がかか

っている。そこで、政治的な資任の追及という問

題とは別に、「思想的検証・自己点検」という課

題が受け止められている。

金城はいう。「私は、戦争の罪ゆえに、苦しみ

悩んだのであります。キリストの十字架の苦難と

私の『集団自決』の苦悩とが重なる償仰体験をし

た時．真の内的解放が与えられたのであります。

それは、キリストが私の苦悩を負ってくださった

ということなのです。こうして、苦しみから逃げ

るのではなく、苦しみを見つめ、Ｍ山みと向かい

合う時に、奥の鬼服と解放とを総験したのであり

ます」15《i１．

筆者は､金城と信仰を同じくする者ではないが、

ここでいう「キリスト」をより普遍的な人類の象

徴と読み替えることが許されるなら、個人の罪意

識や苦悩を、個人のこころのなかに閉じこめるの

ではなく、公的な媒体を通じて、他者に共有され

負担を軽くしてもらう経験とすれば理解できる。

この個人体験を、普遍的な経験に昇華させる苦難

ている。

二年経っても、親しかった若い人たちの記憶が

鮮明に鰊ｎ悲憤で苦しめ、忘れてしまいたいほ

どの苦痛を与える。これを少しでも緩和するため

に、魯迅は文章という公的な記念を通じて、個人

的な記憶を昇華させたいと願う。

「若いものが老いたもののために記念を響くので

はない．そしてこの三十年間、私が見せつけられ

たのは瀞年のllilばかりだった。その1ｍはliii々と綱

ま才'てゆき、恩もできぬほどに私を埋めた。私は

ただ、このような簸鍛をもてあそんで数句の廩文激

を綴ることによって、わずかにｶﾞﾋﾞのなかに小さな

穴をIiIlり、そこからIIIilざつづけるだけなのである!，

これは、いかなる''１:界であろう．夜は1.【く、jiiも

また１３tい・私は、忘却し、ものいわぬがよいのか

もしれない○だが私は知っている．にとい私でな

くても．いつかきつとかｵlらを思い出し、I1jびか

れらについてiMiる日が来るであろうことを……１
１４９）

。

つまり悲しみは、ＩＨＩ人の心にljHじこめておくの

ではなく、社会的な死であればなおさら、社会の

なかで、その死について悼むという行為が公的に

おこなわれるべきである。これはなにも追悼施設

でしかできないことではない。さまざまな媒体に

よって昇華されるべきであろう“)。

腿良間緒勘の渡嘉敷島でいわゆる「集団自決」

を体験した、金城iTilw（沖繩キリスト教短大名誉

教授）は、自らの過酷な体験を、より普遍的な経

験へ昇華させたといえる。

「私のキリスト教への入信の雁史的契機となった

のは、『集団自決」体験でした。この体験はあま

りにも残忍なもので、当初は忘却の渕に追い落と

したいような．負の遺藤でしかありませんでした。

しかし.{洲j的にﾙﾋﾞ災していくにつれて，戦争体

験を、だんだんとＩｉ１１ｲﾘきに,;,分の,ﾉﾘilIiに,,i(り込み、

自分の人間形成の砿要なプラス嬰紫に転化させて

いきました。戦争体験は、私の中のキリスト教信

仰が、観念的・抽象的なものに陥らないための、

歯止めと肉付けの役割を果たしてくれたように思

うのです。否定的に忘却されるべき負の遺産が、

かえって命の騨厳性・平和．愛．共に生きること

の大切さに、己の目を向けさせる重要な要因とな

ったことは確かであります」(釦)。

－２９４－
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の道程に、記憶と忘却の弁証法が深くかかわって

いると考えることもできるだろう。そして、公的

な局面で死者を追悼することは、さまざまなあり

方で可能ではないだろうか。

瀧

(1)色川大吉は、「土俗の信仰からすれば、鏑国はまっ

たくのもぬけの殻なのであり、国家による虚礼の

場でしかない。そうであれば尚さら靖国は廃社さ

れて然るべきであった。日本人にとっての価値の

源泉であり、現人神であった天皇の『親拝』のな

い嫡国神社はとうの昔に存在の意味を失っていた

のである」（rわだつみの友へ」岩波同時代ライブ

ラリー．１９９３年、130頁）というが、むしろ天皇

主義の威光がないがゆえに、新しいナショナリズ

ムの婆諭に応えることも可能となる。逆にいえば、

定金には戦前の伝統と断ち切れていない分、要鏑

に応えられず、新しい追悼施設が必要という案も

浮上してくる。

(2)江藤淳・小堀桂一郎編『婿国論集」日本教文社、

1986年、１４頁。

(3)同前、１５頁。

(4)同前、３７頁。

(5)橋爪犬三郎「『首相参拝」は合懸である｣、ＰＨＰ研

究所編『検証・蝋国問題とは何か』PHP、2002年、

114頁。

(6)赤潔史朗「靖国神社』岩波書店、2005年、１４頁。

(7)同前、１０頁。

(8)花森安治ｒ一銭五厘の旗』暮しの手帖社、1971年、

５４頁。

(9)同前、326頁。

(lOI赤瀞、前掲轡、120頁。

(11）薇原伸郎縞著「戦争と追悼』八朔社、２００３年、

174頁。

(②同前、１９５頁。

(1初廠橘哲哉『哨国問題』ちくま新譜、2005年、186頁。

(MDlriliii、210頁。

(15）雁Mib

(1③同前、211頁。

(17）同iii、214頁。

(18）同前、218頁。

(19）同前、５１頁。

(20）菅原、前掲轡、174頁。

(21）高橋哲哉『戦後責任論』講談社、1999年、190頁。

(22）拙稿「<ナショナリズム〉と（ナショナルなもの〉

のあいだ｣、『一橋研究」第26巻第1号（通巻１３１

号)、2001年４月、参照。

(23》以上は、朝日新聞の同記事による。

(29Ｏ加藤典洋「理解することへの抵抗』海鳥社、１９９８

年、403頁。

(25）同前、403～404頁。

(26）加藤典洋『戦後的思考」鋼談社、1999年、422頁。

(27）同前、426頁。

(28)加藤への遜者の批判は、拙稿「天皇は《無資任》」、

唯物論研究協会編「こころとからだ」青木轡店、

2001年、参照。

(29）観見俊輸「カメラをひいて｣、鰯見俊繍築・縦１

「新しい開国」筑摩書房、2000年．814～815頁。

(30）前掲、『靖国問題｣、174頁。高橋が、「たしかに、

嫡国神社が正当化している侵略戦争と、中国の抗

日戦争や韓国の義兵闘争のような防衛戦争とでは、

戦争の性格が異なる。戦争の性格の相迩は、それ

ぞれの施設の特殊性をなす要素のひとつとなって

いる。しかし、戦没者追悼と英璽祭祀のシステム

に注目すれば、侵略戦争よりも自衛職争を記念す

る場合のほうが、『祖国のために死んだ』兵士を職

えようというベクトルは強まるであろう」（同前、

200頁）というとき、結局彼は、いかなる追悼施
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(33》同前、225頁。
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、'）屋蕊比収「歴史を眼差す位置｣、上村忠男鰯「沖綱

の妃憶／日本の歴史」未来社、2002年、137頁以
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－２９５－
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『そこで死んでしまわなかった』者の、戦没者にた

いする鎖魂の譜のつもりです。『水澗く腱、蕊むす
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(51）金城HRI卿『｢梨凹自決」を心に刻んで』ｉＩｉｉ文研．
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同ＩＭＩ、181～182頁

⑫
圃
倒
飼
駒

－２９６－


